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戸籍・国籍事務　～日本国民の証～

【戸籍事務とは】
戸籍制度は，日本国民の一人一人について，その出生から死亡に至るまでの親族的身分関係を登録し，公証す

る唯一の制度です。戸籍事務は，市区町村で取り扱われますが，全国統一的に処理されるよう，法務局では，管
轄区域内の市区町村に対し，助言，勧告，指示等を行っています。

【国籍事務とは】
法務局では，外国人の帰化許可申請などの受付，審査など，国籍に関する業務も行っています。日本国籍を有

することで，参政権が認められ，公務に就任できるなど，外国人とはその法的地位に大きな違いがあり，国籍に
関する業務は極めて重要なものです。

上記以外にも相談窓口があります。
詳しくは、上記お近くの無戸籍相談窓口にお問合せください。
受付時間　平日　8：30～17：15

～無戸籍者解消に対する取組～
　日本国民は，出生届が提出されることによって戸籍に登録されることになりますが，様々
な理由により出生届が提出されることなく，戸籍に登録されていない方（無戸籍者）がい
ます。無戸籍者は，各種行政サービスが受けられないなどの不利益があることから，早期
に無戸籍状態が解消されることが望まれています。
　法務局における無戸籍者解消の取組等については，法務省ホームページ（http://www.
moj.go.jp/MINJI/minji04_00034.html）においても紹介しています。

供託事務　～預けて安心～
【概　要】
供託とは，供託者が，ある目的（債務の弁済など）をもって，金銭などを供託所（法務局）に提出し，最終的

に供託所がその財産をある人（被供託者）に取得させることによって，その目的を達成させるための制度です。

【供託の種類】
供託には，弁済と同じ効果が生ずる弁済供託を始めとして，様々な種類（一定の営業を行うに当たって必要と

される営業保証供託や選挙に立候補するためにする選挙供託など）があります。
これらの供託は，いずれも国民の権利保全や紛争予防等のために，重要な役割を果たしています。

弁済供託の一例
（家賃をめぐるトラブル）

借  主
（供託者）

家  主
（被供託者）

退去してほしいから
　 家賃は受け取らない！

家賃を支払わないと
  退去させられてしまう！

供託所
（供託者）

家賃を供託

家賃を支払ったのと
同じ効果！！

家賃


